
働き方の多様化が進み、場所にとらわれず勤務される方が増加する中、
パソナグループにおいても淡路島をはじめ様々な地域での勤務が始
まっています。

こうした地域においては公共交通機関が未整備な地域もあり、通勤や
業務上の移動に自動車を利用されるケースも増え、
パソナグループとしても通勤バスや社用車の拡充を図って来ました。

この度の本部機能移転を受け、これらの地域にご勤務される方への
負荷を軽減し、より柔軟で効果的な業務上移動ができるよう、
そして長期に渡り安定・安心してご勤務頂ける環境を提供するため
この度、私有車をリース契約する際の補助制度を開始します。

はじめに



下記2つの条件を満たす方が、会社指定のカーリース商品を
ご自身の名義で契約される場合に、会社から補助を行います。

■条件： ①淡路島に業務命令により転居を伴う転勤となった方
②業務上、島内の複数のオフィスや店舗に就業され、自動車での
移動が必要不可欠な方

■補助額：ハイブリッド車種 月額の70%補助
※補助額の上限は月額45,000円です。
※補助額は、所属部署の負担となります。

■補助期間：3年のカーリース契約期間中、継続して補助。

■対象会社：パソナグループ・パソナ

■対象車種：会社からの指定あり。次ページ以降をご参照下さい。

カーリース補助制度について



■申請方法：申請は2段階必要です。
事前申請：カーリース契約を申し込む前に「事前申請書」及び「誓約書」をご提
出下さい。

契約予定車種や期間、リース形式などが、規程を満たしているか確認させていただきます。
「事前申請書」がアドミ・HRにて承認され次第、リースを契約してください。
「事前申請書」の承認確認前にカーリース契約を行い、
事前申請の承認が降りなかった場合は会社からの補助はありませんのでご注意ください。

本申請：リース契約後、車両が納品されましたら「本申請」をご提出下さい。
「本申請」の承認後、翌月から補助が開始されます。

■申請書類提出先・問い合わせ先：書類はPDF及び原本両方の提出が必要です。
①PDF提出先・本件に関する問合せ先
パソナグループ グループHR部 groupHR@pasonagroup.co.jp

②原本提出先 パソナファミリーオフィス北の街 グループHR部

カーリース補助制度について
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カローラセダン カローラツーリング カローラスポーツC-HR

※リース総額には任意保険も含まれるため、年齢・運転歴などで金額が変動します。ご自身の契約額は
実際にお見積りを取得の上、ご確認ください。上記金額はあくまでもイメージ額です。

カローラクロス

車種 C-HR
カローラ
セダン

カローラ
クロス

カローラ
ツーリング

カローラ
スポーツ

リース総額 2,399,760円 2,506,680円 2,617,560円 2,716,560円 2,732,400円

リース総額月額 66,660円 69,630円 72,710円 75,460円 75,900円

会社負担額 45,000円 45,000円 45,000円 45,000円 45,000円

自己負担額 21,660円 24,630円 27,710円 30,460円 30,900円



プリウス ノア RAV4

プリウス ノア RAV4

2,791,800円 2,926,440円 3,350,160円

77,550円 81,290円 93,060円

45,000円 45,000円 45,000円

32,550円 36,290円 48,060円

車種

リース総額

リース総額月額

会社負担額

自己負担額
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